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１【提出理由】 

2018年３月23日開催の当社第128回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものです。 

 

２【報告内容】 

(1) 株主総会が開催された年月日 

2018年３月23日 

 

(2) 決議事項の内容 

第１号議案 取締役10名選任の件 

取締役として木股昌俊、久保俊裕、木村茂、小川謙四郎、北尾裕一、吉川正人、佐々木真治、松田譲、伊奈功

一及び新宅祐太郎を選任する。 

第２号議案 監査役３名選任の件 

監査役として福山敏和、檜山泰彦及び藤原正樹を選任する。 

第３号議案 取締役の報酬額改定の件 

取締役の報酬額を現行の年額５億1,000万円以内に据え置いたうえ、そのうち社外取締役分を年額6,000万円以

内に改定する。 

第４号議案 取締役賞与支給の件 

     当期末時点の取締役７名(社外取締役を除く)に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与21,790万円を支給

する。 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果 

 

決議事項 
賛成 
(個) 

反対 
(個) 

棄権 
(個) 

賛成率 
(％) 

決議の結果 

第１号議案 
取締役10名選任の件 

     

木股 昌俊 10,192,734 233,967 102,843 95.99 可決 

久保 俊裕 10,275,315 247,989 6,244 96.77 可決 

木村 茂 10,285,614 237,690 6,244 96.87 可決 

小川 謙四郎 10,285,676 237,628 6,244 96.87 可決 

北尾 裕一 10,339,794 183,490 6,244 97.38 可決 

吉川 正人 10,339,802 183,482 6,244 97.38 可決 

佐々木 真治 10,239,140 189,809 100,579 96.43 可決 

松田 譲 10,486,882 40,928 1,719 98.76 可決 

伊奈 功一 10,486,617 41,193 1,719 98.76 可決 

新宅 祐太郎 10,484,038 43,772 1,719 98.74 可決 

第２号議案 
監査役３名選任の件 

     

福山 敏和 10,426,284 101,083 2,226 98.19 可決 

檜山 泰彦 10,428,316 99,052 2,226 98.21 可決 

藤原 正樹 10,508,264 19,102 2,229 98.96 可決 

第３号議案 
取締役の 
報酬額改定の件 

10,502,089 12,094 15,426 98.91 可決 

第４号議案 
取締役賞与支給の件 

10,357,343 130,567 41,830 97.54 可決 
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 (注) 各議案の可決要件は次のとおりです。 

第１号議案、第２号議案 

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成です。 

第３号議案、第４号議案 

出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 

     

 

(4) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかっ

た理由 

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと

により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の

確認ができていない議決権数は加算しておりません。 
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